
指定実績：１６件（農林水産関連産業：１２件、観光関連産業：４件） ※令和７年１月２２日現在

風評税制の主な活用事例

【指定事例１】法人 製造業
○もともと生食用のわさびを生産・販売していました。
○生食用わさびを別の商品の原材料として活用しよう！
→パウダー化してお菓子の原材料にしよう！

○パウダー化するための乾燥装置を新規で導入しよう！【設備投資】
○乾燥装置などを操作する人たちを雇用しよう！【被災者雇用】

【指定事例２】個人事業者 漁業
○本格操業開始！「常磐もの」の復活には、多くの漁獲量と高い鮮度が不可欠！
○新しい船や漁労機械などを導入しよう！※船は設備投資特例の対象外
○船や漁労機械を操作する人たちを雇用しよう！【被災者雇用】

【指定事例３】法人 宿泊業
○より多くの人々に宿泊施設を利用してもらうためにどうしたよいか？
○宿泊施設を新築・増築して、
障がい者や高齢者のためにバリアフリー化
外国人向けに施設内の案内を多言語化
キャッシュレス決済を導入しよう！【設備投資】

観光関連産業

農林水産関連産業

問い合わせ先：福島県企画調整部風評・風化戦略室 TEL:024-521-1129
E-mail：fuhyosenryaku@pref.fukushima.lg.jp
URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html


